
 

 

 

 
 

 

緑の保全地区の指定について 
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緑の保全地区の指定について 

 

１ 目 的  

平成２０年１月に，「花と緑いっぱいのまちづくり」をさらに推進するため，「芦屋市緑の基

本計画」を策定した。この計画では「早期に取り組む施策」として，「緑の保全地区の指定」，「保

護樹・保護樹林の新たな指定」等を位置づけている。 

岩園町の一部，浜芦屋町・松浜町の一部は，現在，緑ゆたかな閑静な住宅地が形成されてい

る。今後も，この緑ゆたかな優れた環境を保全していくため，緑ゆたかな美しいまちづくり条

例第３３条第１項の規定により，緑の保全地区に指定する。 

２ 緑の保全地区の指定について 

  芦屋市緑の基本計画の計画を実現するためにおいて，芦屋らしい緑を守る施策の１７施策の

一つに，「緑の保全地区の指定」を位置づけている。 

  また，計画推進の取り組みの早期に取り組む施策の４施策の一つに，「山手地域や浜地域の特

に緑ゆたかな住宅地について，その緑の環境を保全する必要のある地区は，緑の保全地区の指

定を目指して取り組みます。」としている。 

  この計画に基づき，まず芦屋浜地域や南芦屋浜地域を除いた第１種低層住居専用地域のうち，

風致地区の指定がされていない地区（三条町，山芦屋町，山手町，東芦屋町，東山町，朝日ヶ

丘町，岩園町，浜芦屋町及び松浜町）で，概ね３ヵ年で，関係権利者の意向把握を行いながら

指定を検討することとした。 

  今回，区域の地形，形状，大きさ等から岩園町の一部，浜芦屋町・松浜町の一部から指定の

検討に着手することとし，平成２０年９月にアンケート調査を実施した。 

  この調査の結果，地区の宅地規模，風致地区の緑化基準や南芦屋浜地域の緑化の基準などを

参考として，緑化基準を検討した。 

３ 地区指定予定地区の名称，所在地及び地区面積 

（１） 岩園町地区緑の保全地区 

  ①所在地 岩園町の一部         ②面 積 約１３．９ｈａ 

（２） 浜芦屋町・松浜町地区緑の保全地区 

  ①所在地 浜芦屋町の一部，松浜町の一部 ②面 積 約１１．９ｈａ 
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計 画 書 
 

緑ゆたかな美しいまちづくり条例第 33 条第 1 項の規定により，岩園町地区緑の保全地区を次

のとおり指定する。 

 

名   称 

 

 

岩園町地区緑の保全地区 

 

 

 

 

所 在 地 

 

岩園町の一部（別図のとおり） 

岩園町156番1～190番， 

岩園町195番  ～232番3， 

岩園町247番1～260番6， 

岩園町277番1～285番， 

岩園町345番1～353番2， 

岩園町358番  ～359番2 

 

 

地 区 面 積 

 

 

約 13.9 ha 

 

 

指定予定年月日 

 

 

平成21年 月 日 

 

指 定 予 定 番 号 

 

 

指定緑保第 号 

 

 

 

 

 

緑 化 基 準 

 

(1)  緑地面積の敷地面積に対する割合 

 1)  敷地面積170平方メートル以上の敷地は，15パーセント以上とする。

 2)  敷地面積170平方メートル未満の敷地は，10パーセント以上とする。

(2)  緑地に植栽する樹木の基準 

1) 緑地に植栽する樹木の基準は，10平方メートル当たり6本以上とし，

うち高木（植栽時3.5ｍ以上）を最低1本又は中木（植栽時1.5ｍ以上）

を最低2本植える。 

2) 既存の樹木は，出来るだけ残すように計画する。 

3) 既存樹木で幹周1.0m以上（地上1.5mにおける）の樹木又は植栽時

5.0m以上の樹木は， 1本に付き高木2本とみなす。 

 

 

 

指 定 理 由 

 

 

本市は，六甲山の山並みと瀬戸内の海を間近にひかえ，自然に恵まれた良

好な環境をもつ住宅都市として発展してきた。 

当地区は，本市を代表する住宅地であり，第3種風致地区に隣接する緑ゆ

たかで閑静な住宅地が形成されている。 

 今後も，この緑ゆたかな優れた環境を保全するため，「緑の保全地区」に指

定する。 
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計 画 書 

 
緑ゆたかな美しいまちづくり条例第 33 条第 1 項の規定により，浜芦屋町・松浜町地区緑の保

全地区を次のとおり指定する。 

 

名   称 

 

 

浜芦屋町・松浜町地区緑の保全地区 

 

 

 

所 在 地 

 

浜芦屋町の一部（別図のとおり） 

浜芦屋町23番1 ～31番5， 

浜芦屋町85番  ～86番60 

松浜町の一部（別図のとおり） 

松浜町  8番  ～17番8， 

松浜町51番  ～132番 

 

 

地 区 面 積 

 

約 11.9 ha 

 

 

指定予定年月日 

 

 

平成21年 月 日 

 

指 定 予 定 番 号 

 

 

指定緑保第 号 

 

 

 

 

 

緑 化 基 準 

 

(1)  緑地面積の敷地面積に対する割合 

 1)  敷地面積170平方メートル以上の敷地は，15パーセント以上とする。

 2)  敷地面積170平方メートル未満の敷地は，10パーセント以上とする。

(2)  緑地に植栽する樹木の基準 

1) 緑地に植栽する樹木の基準は，10平方メートル当たり６本以上とし，

うち高木（植栽時3.5ｍ以上）を最低1本又は中木（植栽時1.5ｍ以上）

を最低2本植える。 

2) 既存の樹木は，出来るだけ残すように計画する。 

3) 既存樹木で幹周1.0m以上（地上1.5mにおける）の樹木又は植栽時

5.0m以上の樹木は，1本に付きを高木2本とみなす。 

 

 

 

 

指 定 理 由 

 

 

本市は，六甲山の山並みと瀬戸内の海を間近にひかえ，自然に恵まれた良

好な環境をもつ住宅都市として発展してきた。 

当地区は，本市を代表する住宅地であり，第1種風致地区にある芦屋公園

に隣接する緑ゆたかで閑静な住宅地が形成されている。 

 今後も，この緑ゆたかな優れた環境を保全するため，「緑の保全地区」に指

定する。 
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4 4
　芦屋市環境審議会へ諮問（緑の保全地区・保護樹）

5 5
　芦屋市環境審議会の答申（緑の保全地区・保護樹）

　緑の保全地区・保護樹の指定の決裁

6 6

　緑の保全地区・保護樹の指定の告示
　関係権利者へ緑の保全地区の指定の通知

7 7

8 8

9

　アンケート調査の実施（岩園町の一部，浜芦屋町の
一部及び松浜町の一部）

9

 10

　
　アンケートの集計・分析

 10

 11

　
　
　緑の保全地区案の検討  11

 12

　
　保護樹案の作成
　緑の保全地区案の作成  12

1

　
　芦屋市環境審議会に説明（緑の保全地区・保護樹の
   指定）
   庁議報告（緑の保全地区・保護樹）
　

1

2

　
　関係権利者へ案の送付
　緑の保全地区案の縦覧 2

3 3

　緑の保全地区等の指定スケジュール

年 月 緑の保全地区等 年 月 緑の保全地区等

Ｈ
20

Ｈ
21

Ｈ
21

Ｈ
22
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緑ゆ たかな 美 し いま ち づく り 条例 （ 抜粋）  

平成 11 年 3 月 19 日  

条例 第 10 号  

緑ゆ た かな 美 し いま ち づく り 条例 (昭 和 48 年芦 屋 市 条例 第 1 号 )の全 部

を改 正する 。  

目次  

前文  

第 1 章  総則  

第 1 節  通則 (第 1 条̶ 第 6 条 ) 

第 2 節  環境 計 画の 推 進 (第 7 条 ̶第 10 条 ) 

第 2 章  環境 適 合型 社 会の 形 成  

第 1 節  市， 事 業者 及 び市 民 の 参画 と 協働 (第 11 条 ̶第 13 条 ) 

第 2 節  環境 へ の負 荷 の低 減 (第 14 条 ̶第 18 条 ) 

第 3 節  環境 教 育及 び 環境 学 習 の推 進 (第 19 条 ) 

第 4 節  地球 環 境保 全 への 貢 献 (第 20 条 ) 

第 3 章  公害 の 防止  

第 1 節  公害 対 策の 推 進 (第 21 条・ 第 22 条 ) 

第 2 節  自動 車 公害 対 策の 推 進 (第 23 条̶ 第 25 条 ) 

第 4 章  自然 環 境の 保 全  

第 1 節  自然 環 境の 保 全 (第 26 条̶ 第 28 条 ) 

第 2 節  野生 生 物保 護 地区 (第 29 条・第 30 条 ) 

第 5 章  快適 な 地域 環 境の 推 進  

第 1 節  緑の ま ちづ く り (第 31 条̶ 第 37 条 ) 

第 2 節  清潔 な まち づ くり (第 38 条̶第 46 条 ) 

第 3 節  住み よ いま ち づく り (第 47 条 ̶第 51 条 ) 

第 6 章  環境 審 議会 及 び紛 争 調 停委員 (第 52 条・ 第 53 条 ) 

第 7 章  補則 (第 54 条 ̶第 57 条 ) 

第 8 章  罰則 (第 58 条 ̶第 60 条 ) 

附 則  

 

本 市 は ，六甲 山 地 の南 麓 に位 置 し ，山 ，海 ，川 とい っ た恵 まれ た 自然環

境の もと ，緑ゆ た かな 美 し い環 境 を有す る国 際 文 化住 宅 都 市を 形 成し てき

た。  

私た ち は ，良 好 な環 境 の もと に 健康で 文化 的 な 生活 を 営む 権利 を 有する

とと もに， こ の 恵ま れ た自 然 と緑 ゆ たかな 美 しい 環 境を 今 後と も 保全し ，

そし て国際 文 化 住宅 都 市に ふ さわ し い良好 な 環境 を 将来 の 世代 に 引き継

ぐ責 務を担 っ て いる 。  

しか し ，近 年の 経 済活 動 や都 市 化 の進 展 によ っ て ，廃棄 物 の増 大 ，自動

車排 出ガス に よ る大 気 汚染 や 身近 な 自然の 減 少等 の 新た な 環境 問 題が発

生し ，地球 環 境 にも 重 大な 影 響を 及 ぼしつ つ ある 。また ，こ のた び の阪神・
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淡路 大震災 は ，自 然の 厳 し さと 自 然がも たら す 役 割と 影 響 を改 め て認 識さ

せた 。  

いま ，私 た ちは ，大 震災 の 経 験を 踏まえ ，環 境 の恵 み とそ の有 限 性を認

識し ，日 常活 動 を環 境 に 配慮 し たも のに改 め ，自然 と 人間 が共 生 する ，環

境へ の負荷 の 少 ない 自 立・ 循 環型 の 社会を 形 成す る 必要 が ある 。  

その た めに は ，市 ，事業 者 及 び市 民がそ れ ぞれ の 役 割分 担 のも と ，協働

して ，健全 で 恵 み豊 か な環 境 の保 全 に取り 組 まな け れば な らな い 。  

この よ うな 認 識 の下 に ，環境 の 保全 を 重視 し ，きれ い な空 気 ，清ら か な水，

豊か な緑に 恵 ま れた 美 しく 住 みよ い 芦屋を 実 現す る ため ，この 条 例を 制定

する 。  

 

第 １ 章  総 則  

第 1 節  通則  

(目 的 ) 

第 1 条  この 条 例は ， 健全 で 恵 み豊 かな環 境 の保 全 (以 下 「環 境 の保 全」

とい う。 )に関 す る 基本 理 念を 定 め， 並び に市 ， 事業 者 及び 市民 の 責務を

明ら かにす る と とも に ，環 境の 保 全に関 する 施 策 の基 本 と なる 事 項を 定め

るこ とによ り ，環 境の 保 全に 関 する 施策 を総 合 的か つ 計画 的に 推 進し，も

って 現在及 び 将 来の 市 民の 健 康で 文 化的な 生 活の 確 保に 寄 与す る ことを

目的 とする 。  

 

第 4 章  自然 環 境の 保 全  

第 2 節  野生 生 物保 護 地区  

(野 生生 物 保護 地 区 の指 定 ) 

第 29 条  市 長は ， 貴重 な 野 生動 物 の生 息 地又 は 植 物の 生 育 地 で あ っ て ，

当該 野生動 物 又 は植 物 (以 下「 野 生生 物」と い う。)の 保 護 若し く は繁 殖を

図る ため保 全 す るこ と が必 要 と認 め る地区 を ，野 生生 物 保 護地 区 とし て指

定す ること が で きる 。  

 

 

22  市 長 は， 前 項の 地 区 を指 定 しよ うとす る と きは ， 審議 会の 意 見を聴

かな ければ な ら ない 。  

33  市 長 は， 前 項の 規 定 によ り 審議 会の意 見 を 聴く に 当た って は ，あら

かじ め指定 し よ うと す る地 区 の所 有 者又は 占 有者 (以 下 「所 有者 等 」と

いう 。 )の 意見 を 聴 かな け れば な らな い。  

44 市長 は，第 1 項 の 地区 を 指定 し たとき は，そ の旨 を 告 示し な けれ ばな

らな い。  

55 前 3 項の 規 定は ， 地 区の 変 更又 は 指定 の 解 除に つ いて 準用 す る。  
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第 5 章  快適 な 地域 環 境の 推 進  

第 1 節  緑の ま ちづ く り  

(緑 化の 推 進 ) 

第 31 条  市 は，緑ゆ た か で美 し くゆと りと 潤 い のあ る 快 適な ま ちづ くり

(以 下「 緑の ま ちづ く り」と いう 。)を推 進 する た め，緑 の 保全 及 び緑化

の推進 に関 す る 施策 を 策定 し ，実 施し なけ れ ばな ら ない 。  

2  市 は，道 路，公 園 その 他 の公 共 施設 に お いて ，緑 の ま ちづ く りの 先導

的な 役割を 果 た すと と もに ，県 そ の 他の 行 政機 関 と連 携 し ，緑 化 を推 進し

なけ ればな ら な い。  

(事 業者 及 び市 民 の 緑化 協 力等 ) 

第 32 条  事 業者 及 び市 民 は，市 が緑の まち づ く りを 達 成 する た めに 行う

施策に 協力 す る とと も に ，そ の 所有し ，又は 占 有す る 建 築 物そ の 他の工

作物及 びそ の 敷 地並 び に駐 車 場等 に樹 木，花 等 を植 栽 し ，自ら 緑 化に努

めなけ れば な ら ない 。  

2  市は， 事業 者 及 び市 民 が行 う 前項 の緑 化が 推 進さ れ るよ う 緑の ま ちづ

くりに 関す る 支 援策 を 講じ な けれ ばな らな い 。  

 

 

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区の 指 定等 ) 

第 33 条  市 長は ，第 31 条第 1 項に規 定す る 緑の ま ち づ くり を 推進す

る必要 があ る と 認め る 地区 を ，その態 様 によ り 緑の 保 全又 は緑 化 推進

地区に 指定 す る こと が でき る 。  

2  第 29 条第 2 項 から 第 4 項ま で の規 定 は，地区 の 指 定 若し く は変更

又は指 定の 解 除 につ い て準 用 する 。  

3  市 長は ，第 1 項 の地 区 を指 定 しよう と する と きは ， そ の地 区 ごとに

緑化の ため の 基 準 (以下「 緑 化基 準 」と いう 。)を 定 める こ と がで き る。

 

 

(行 為の 届 出等 ) 

第 34 条  前 条第 1 項 の地 区 内に お いて ， 次 の各 号 に掲 げ る行 為 をしよ

うとす る者 は ，あら か じ め市 長 に届け 出な け れ ばな ら ない 。ただ し ，通

常の管 理行 為 ，軽 易な 行 為そ の 他 の規則 で定 め る行 為 に つ いて は 適用し

ない。  

(1 )  木 竹 を伐 採 す るこ と 。  

(2 )  建 築 物そ の 他 の工 作 物を 新 築， 改築 又は 増 築す る こ と。  

(3 )  宅 地 を造 成 し ，土 地 を開 墾 し ，その 他の 土 地 の形 質 を 変更 す るこ と。  

(4 )  前 各 号に 掲 げ るも の のほ か ，当 該緑 の保 全 又は 緑 化 の推 進 に影 響を

及ぼす おそ れ の ある 行 為を す るこ と。  
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2 市 長は ，前 項本 文 の規 定 に よる 届出が あ った 場 合 にお いて ，届 出 に係

る行為 が第 33 条第 3 項の 緑 化基 準に適 合 し ない と 認め る とき は ，当

該届出 をし た 者 に対 し ，必要 な 措 置を講 ずる よ う助 言 又 は 指導 を するこ

とがで きる 。  

(保 護樹 等 の指 定 ) 

第 35 条  市 長は ，ま ち の 美観 風 致を維 持す る た めに 保 護 を図 る こと が必

要と認 める 樹 木 又は 樹 木の 集 団 (以下「 保護 樹 等」と いう 。)を 指定 する

ことが でき る 。  

2  第 29 条第 2 項 から 第 4 項ま で の規 定 は，保 護樹 等 の 指定 又 は指 定の

解除に つい て 準 用す る 。  

(所 有者 等 の保 護 義 務等 ) 

第 36 条  所 有者 等 は，保 護樹 等 の枯死 及 び損 傷 等を 防 止 し，そ の保 護に

努めな けれ ば な らな い 。  

2  何 人も ， 保護 樹 等が 大 切 に保 護 され る よ う 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 

(現 状変 更 行為 の 届 出等 ) 

第 37 条  保 護樹 等 の伐 採 そ の他 そ の現 状 を変 更 し，又 は その 育 成に 影響

を及ぼ す行 為 を しよ う とす る 所有 者等 は ，あ ら かじ め 市 長 に届 け 出なけ

ればな らな い 。ただ し ，通常 の 管理行 為 ，軽 易 な行 為 そ の 他の 規 則で定

める行 為に つ い ては 適 用し な い。  

2  市 長は ，前 項本 文 の規 定 に よる 届出が あ った 場 合 にお いて ，保 護 樹等

の保護 に関 し て 必要 と 認め る とき は，当該 届 出 をし た 者に 対し ，必 要な

措置を 講ず る よ う助 言 又は 指 導を する こと が でき る 。  

3  市 長は ，前 項の 規 定に よ る 助言 又は指 導 をす る と きは ，審議 会 の 意見

を聴 くこと が で きる 。  
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○緑 ゆたか な 美 しい ま ちづ く り条 例 施行規 則  

平成 11 年 8 月 1 日  

規則 第 37 号  

緑ゆ た かな 美 し いま ち づく り 条例 施行 規則 (昭 和 48 年芦屋 市規 則第 12

号 )の全 部 を改 正 す る。  

(趣 旨 ) 

第 1 条  この 規 則は ， 緑ゆ た か な美 しいま ち づく り 条 例 (平成 11 年芦屋

市条 例第 10 号。 以 下「 条 例 」と い う。 )の 施 行に 関 し 必要 な事 項 を定め

るも のとす る 。  

 

 

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区の 種 別 ) 

第 9 条  条例 第 33 条第 1 項 の規 定 によ り 緑 の保 全 又は 緑 化推 進 地区を

指定 すると き は ，その 地 区 の特 性 により ，次 の各 号 に掲 げ る種 別 で指 定す

るも のとす る 。  

1)  緑 の 保全 地 区  ま ち の美 観 風致 上そ の緑 の 環境 を 特 に保 全 する こと が

必要 な地区  

2)  緑 化 推進 地 区  市 民 の生 活 環境 及び まち の 美観 上 緑 化の 推 進を 図る こ

とが 必要な 地 区  

ア  芦屋ら し い 緑ゆ た かな 住 宅環 境 を計画 的 に推 進 して い く必 要 がある

地区  

イ  風 致地 区 の 周辺 部 で，風 致地 区 を補完 し 一体 と なっ て 緑化 を 推進 する

必要 がある 地 区  

 

 

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区の 指 定標 識 の 設置 ) 

第 10 条  市 長は ，条例 第 33 条第 1 項 の規 定 に より 緑 の 保全 又 は緑 化推

進地 区を指 定 し たと き は ，そ の 地区 内で 市民 が 見や す い場 所に ，指 定年月

日，指定 番 号，名 称，所在 地，緑 化基準 及び 要 旨 を掲 げ た 標識 を 設置 する

もの とする 。  

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区の 指 定の 告 示 及び 通 知 ) 

第 11 条  市 長は ， 条例 第 33 条第 2 項 の 規定 に より 告 示 をす る 場 合 は ，

指定 年月日 ，指定 番 号，名称 ，所 在 地，緑化 基 準 及び そ の 他必 要 な事 項に

つい て行う も の とす る 。  

2  市 長は ，前項 の 規定 に より 告 示 をした とき は ，当 該 告 示 に係 る 緑の 保全

又は 緑化推 進 地 区の 所 有者 等 に対 し ，告 示 の日 から 14 日 以内 に 緑の 保全

又は 緑化推 進 地 区指 定 通知 書 (様 式第 6 号 )に より 通 知し な けれ ば ならな

い。 ただし ， 緑 化推 進 地区 に つい て は，別 の 方法 に よる こ とが で きる。  

(緑 化基 準 ) 
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第 12 条  条 例第 33 条第 3 項の 規 定に よ る緑 化 基準 は ，次の 各 号に 掲げ

る事 項のう ち 必 要な も のに つ いて 定 めるも の とす る 。  

(1 )  敷 地 に対 す る 緑地 の 割合  

(2 )  緑 地 に植 栽 す る樹 木 の基 準  

(3 )  外 壁 の後 退  

(4 )  建 築 物の 壁 面 ，塀 ， 柵又 は 擁壁 の緑 化内 容  

(5 )  道 路 に面 す る 宅地 内 の花 壇 等の 設置  

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区内 行 為の 届 出 等 ) 

第 13 条  条 例第 34 条第 1 項に 規 定す る 届出 を 要す る 行 為を 行 う と き ，

又は 届け出 た 内 容を 変 更し よ うと す るとき は ，緑 の保 全 又 は緑 化 推進 地区

内行 為 (変 更 )届 (様式 第 7 号 )を 提 出 する も のと す る。  

2  前 項に 規 定す る 行為 届 に は，図 面その 他市 長 が必 要 と 認 める 図 書を 添付

する ものと す る 。  

3  第 1 項に 規定 す る届 出 行 為が 完 了した とき は ，速 や か に 緑の 保 全又 は緑

化推 進地区 内 行 為完 了 届 (様式 第 8 号 )を 提 出 する も のと す る。  

(緑 の保 全 又は 緑 化 推進 地 区内 行 為の 適 用 除外 ) 

第 14 条  条 例 第 34 条 第 1 項 た だし書 の規 定 に よる 市 長 への 届 出を 要し

ない 行為と は ， 次の 各 号に 掲 げる 行 為とす る 。  

(1 )  間 伐 ，枝 打 ち ，整 枝 等木 竹 の保 育の ため 通 常行 わ れ る木 竹 の伐 採  

(2 )  枯 損 した 木 竹 又は 危 険な 木 竹の 伐採  

(3 )  木 竹 の伐 採 を 伴わ な い建 築 物そ の他 の工 作 物の 新 築 ，改築 又 は増 築で，

その 部分に 係 る 面積 が 10 平 方メ ー トル 以 内の 行 為  

(4 )  木 竹 の伐 採 を 伴わ な い面 積が 10 平方 メ ート ル 以下 の 土地 の 形質 の変

更で ，高さ が 1.5 メ ート ル を超 え るのり を 生じ る 切土 又 は 盛土 を 伴わな

い行 為  

(5 )  法 令 又は こ れ に基 づ く処 分 によ る義 務の 履 行と し て 行う 行 為  

(6 )  非 常 災害 に 伴 う必 要 な応 急 措置 のた めに や む得 ず 行 う枝 幹 の切 除  

(7 )  前 各 号に 掲 げ るも の のほ か ，地 区ご とに 定 める 緑 化基 準に 応 じて ，緑

の保 全又は 緑 化 の推 進 に影 響 を及 ぼ すおそ れ がな い 行為  

(保 護樹 等 の所 有 者 等の 同 意 ) 

第 15 条  市 長は ，条例 第 35 条第 1 項 の規 定 に より 保 護 樹等 を 指定 しよ

うと すると き は ，あら か じ め保 護 樹等の 所有 者 等 の同 意 を 得る よ う努 める

とと もに，所有 者 等 に保 護 樹等 指 定同意 書 (様 式第 9 号 )の 提出 を 求め るも

のと する。  

(保 護樹 等 の指 定 標 識の 設 置 ) 

第 16 条  市 長は ，条例 第 35 条第 1 項 の規 定 に より 保 護 樹等 を 指定 した

とき は，保護 樹 等 の周 辺 で市 民 が見 やす い場 所 に ，指 定 年月 日 ，指 定 番号，

名称 ，所在 地 ， 樹名 及 び要 旨 を掲 げ た標識 を 設置 す るも の とす る 。  

(保 護樹 等 の指 定 の 告示 及 び通 知 ) 
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第 17 条  市 長は ， 条例 第 35 条第 2 項 の 規定 に より 告 示 をす る 場 合 は ，

指定 年月日 ，指定 番 号，名称 ，所 在 地，樹名 及 び その 他 必 要な 事 項に つい

て行 うもの と す る。  

2  市 長は ，前項 の 規定 に より 告 示 をした とき は ，当 該 告 示 に係 る 保護 樹等

の所 有者等 に 対 し， 告 示の 日 から 14 日以 内に 保 護 樹等 指 定通 知 書 (様式

第 10 号 )によ り 通知 し なけ れ ば なら ない。  

(保 護樹 等 の所 有 者 等の 変 更届 出 ) 

第 18 条  保 護樹 等 の所 有 者 等に 変 更が 生 じた 場 合 は，新 たな 所 有者 等は，

保護 樹等所 有 者 等変 更 届 (様式 第 11 号 )を 提出 す るも の と する 。  

(保 護樹 等 の現 状 変 更行 為 の届 出 等 ) 

第 19 条  条 例 第 37 条 第 1 項 に 規定す る届 出 を 要す る 行 為を 行 うと きは，

保護 樹等現 状 変 更行 為 届 (様式 第 12 号 )を 市長 に 提出 す る もの と する 。  

2  前 項に 規 定す る 届出 行 為 が完 了 したと きは ，速や か に 保 護樹 等 現状 変更

行為 完了届 (様 式 第 13 号 )を提 出 するも の とす る 。  

(保 護樹 等 行為 の 適 用除 外 ) 

第 20 条  条 例 第 37 条 第 1 項 た だし書 の規 定 に よる 市 長 への 届 出を 要し

ない 行為と は ， 次の 各 号に 掲 げる 行 為とす る 。  

(1 )  間 伐 ，枝 打 ち ，整 枝 等木 竹 の保 育の ため 通 常行 わ れ る木 竹 の伐 採  

(2 )  枯 損 した 木 竹 又は 危 険な 木 竹の 伐採  

(3 )  法 令 又は こ れ に基 づ く処 分 によ る義 務の 履 行と し て 行う 行 為  

(4 )  非 常 災害 に 伴 う必 要 な応 急 措置 のた めに や む得 ず 行 う枝 幹 の切 除  

(5 )  前 各 号に 掲 げ るも の のほ か ，保 護樹 等の 枯 損に 影 響 がな い 行為  

附  則  

こ の 規 則は ， 平成 11 年 10 月 1 日 から 施 行す る 。  

附  則 (平成 12 年 4 月 1 日規 則 32 号 ) 

こ の 規 則は ， 平成 12 年 4 月 1 日から施 行 す る。  

様式 (省 略 ) 
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緑ゆたかな美しいまちづくり条例施行規則新旧対照表（未定稿） 
（下線部分は改正部分） 

改 正 案 現  行 

(緑の保全又は緑化推進地区の種別) (緑の保全又は緑化推進地区の種別) 

第 9条 条例第 33条第 1項の規定により緑の保全又は緑化推進地区を指定

するときは，その地区の特性により，次の各号に掲げる種別で指定するも

のとする。 

第 9条 条例第 33条第 1項の規定により緑の保全又は緑化推進地区を指定

するときは，その地区の特性により，次の各号に掲げる種別で指定するも

のとする。 

(1) 緑の保全地区 風致地区の周辺部で，風致地区を補完し一体となっ

て，まちの美観風致上その緑の環境を保全することが必要な地区 

(1) 緑の保全地区 まちの美観風致上その緑の環境を特に保全すること

が必要な地区 

(2) 緑化推進地区 市民の生活環境及びまちの美観上緑化の推進を図る

ため，芦屋らしい緑ゆたかな住宅環境を計画的に推進していく必要があ

る地区 

(2) 緑化推進地区 市民の生活環境及びまちの美観上緑化の推進を図る

ことが必要な地区 

 ア 芦屋らしい緑ゆたかな住宅環境を計画的に推進していく必要があ

る地区 

 イ 風致地区の周辺部で，風致地区を補完し一体となって緑化を推進す

る必要がある地区 
  

 

-
 
1
7
5
 
-


